
No. キーワード 質問事項 回答

1 入院について 入院の際の請求
はどのようにな
りますか。

入院の算定方法は、基本的には現行の予防給付と同様に行い
ますが、利用者との契約開始又は契約解除については、予防
給付と異なり、契約日又は契約解除日を起算日として日割り
で算定します。この場合の契約日、解除日はサービス提供事
業者との契約日、解除日を指します。
契約開始又は契約解除日については、利用者とサービス事業
者と居宅介護支援事業者が話し合い、合意のもと決定してく
ださい。
質疑が生じる場合は担当包括支援センターまでご連絡くださ
い。
なお、日割り請求については「介護保険事務処理システム変
更に係る参考資料（確定版）（平成２７年３月３１日事務連
絡）І―資料９　月額包括報酬の日割り請求に係る適用につい
て」（次頁）をご確認下さい。

「介護予防・日常生活支援総合事業」に関するQ＆A

※現時点での本市の考え方をまとめたものです。（平成３１年３月２２日現在）
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